ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｯﾀｰ運営委員会（チ利1号様式）

（社）東京保育室センター＆実施園による

第１章　総則
第１条(目的)

当会は、ご利用を希望され、予約をされたお子さまの、ご自宅または、実施会員園にてお子さまのチャイルドシッターサービス等を行います。

第２条(理念)

　チャイルドシッターサービスは、保護者の方とともに、お子さまのよりよい育ちを保障していくことをめざして行います。

　　　第２章　利用

第３条(利用手続)

所定の用紙に、お子さまに関する情報(体調)、緊急連絡先を記入していただき、チャイルドシッター業務の利用契約書に同意の上、印鑑とサインをいただきます。

第４条（ご利用について）

１、ご利用は３日前までにご連絡ください。受付は、９時～５時です。

２、ご予約は先着順とさせていただきます。ご希望に添えないことがありますのでご了承ください。急なご利用は、当日予約がない場合のみお引き受けします。

３、業務以外の家事等の指示はしないでください。

４、病児の保育は一切いたしません。病後児の場合は、診断書（またはかかりつけ医院の利用連絡書）を提出して頂きます。

５、薬の服用の必要がある場合、服用時間を用紙に記入し、薬の量は1回分ごと容器に分けて用意ください。また座薬の使用など行っていません。

６、サービス開始前に気づかれているお子さまの状態（病気など）や薬の服用について、記入漏れによる事故等に関しては当会・チャイルドｼｯﾀｰ実施園での責任は負いかねます。なお、所定用紙に記載漏れがあった場合には緊急連絡させていただきます。
７、チャイルドシッターが業務を行う指定の部屋・場所に貴重品を置かないでください。
８、業務遂行中に必要な連絡等にご自宅の電話を使用させていただきます。

９、緊急時の連絡先が変わる場合は、必ず事前にお知らせください。

10、保育時間延長には、あらかじめ当会またはチャイルドシッター実施園の長に相談してください。

11、チャイルドシッター業務の利用にあたっては、次の物を用意して下さい。お子さまの食事、おやつ。着替え、おむつ。母子手帳・保険証・乳幼児医療証。体温計をはじめ救急用品など。実施園を
利用の場合は、昼食･夕食代は３００円で用意いたします。
　　　　　第３章　料金

第５条（予約利用券）
お申込み時点に銀行振り込み等で予約利用料（半年１口5,000円。1年分2口10,000円）の料金をお支払いください。契約期間中に発生した、キャンセル料や利用料などに当てることができます。また、契約終了後には清算し、残金は返金いたします。
第６条(利用料金)

１、利用料金は、別紙の通りです。

２、予約利用券の利用もできます。

３、最低利用時間は１時間、以降は３０分単位で清算します。チャイルドシッター等の事前打ち合わせ、お子様の受け渡しの報告時間をお含みください。

４、チャイルドシッターの交通費は全額負担していただきます。支払いは、利用日当日シッターにお支払いください。
５、利用者のご都合で、予約時間より実際のサービス時間が短縮された場合は、ご予約時間の料金を徴収させていただきます。時間の短縮変更は、当日不可とさせて頂きます。

６、月のご利用料金の支払いは、毎月週末または、月末締めで計算し請求させていただきますので、一週間以内にお支払いください。
第７条　（実施園について）

　チャイルドシッター実施園における在園、卒園児へのサービスに関しては、この限りではありません。
第８条（キャンセル）

　　ご利用3日前までは無料とします。他のキャンセルについては、別途料金表によってお支払いください。
　　　　第４章　その他

第９条（事故）

１、万が一、本サービス中にチャイルドシッターの責任に帰すべき事由により、お子さまに損害を与えた場合、当会が加入するチャイルドシッター総合保険より、加入限度内（対人２億円、対物５００万円）にて保険金が支払われます。なお不可抗力による事故の場合は、保険金が支払われません。

２、チャイルドシッターが注意と安全を計らい保育をなしたにもかかわらず、発生した家財の損壊について当会及びチャイルドｼｯﾀｰ実施園は一切責任を負うことができません。

チャイルドシッターｻｰﾋﾞｽ　利用規約





(社)東京保育室センターチャイルドシッター運営委員会(以下「当会」)は、下記の定めに従ってチャイルドシッターサービスを行います。
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